
北陸地方整備局港湾空港部

　　　　　管内直轄港湾空港関係
　　　　　工事安全の「見える化」

令和３年８月



担当：工事安全推進室　安全企画係

本資料について

　日頃より、港湾・海岸・空港の工事等の安全対策の推進に取り組んで頂き感謝
申し上げます。

　従前より、管内直轄港湾空港工事における事故災害発生状況や、工事安全パト
ロールでの指摘に対する「是正項目」や、自主的に取組みいただいている安全対
策の「好事例」も情報共有し、工事安全の推進に活用していただくことを目的とし
て、「工事安全パトロールの「見える化」事例集」を作成しております。

この度、資料を更新しましたので、各工事等の実施にあたり、安全推進の参考資
料としてご活用いただけたら幸いです。

令和３年８月　　　　　工事安全推進室長

　工事等の安全対策については、

　　　　　工事等を進めるうえで最優先すべきは安全である

を合い言葉に、引き続き充実・強化を図って参ります。

　なお、本資料は今後も更新していくこととしております。改善意見等ありました
ら、担当宛に連絡願います。



第Ⅰ部　管内直轄港湾空港工事における事故災害
（平成21年度～令和２年度）

（令和3年4月1日現在）



令和2年度　管内直轄港湾空港工事における事故災害発生状況一覧
死亡 被災の性質 職種
負傷 および および
の別 休業日数 経験年数

1

R２.５.２５（月）
１１：２０頃

コンクリート荷下ろしの際、クレーン車でコンクリートバ
ケットを吊った状態で被災者（アジテータトラック運転
手）が吊り具のアングル部に手を添えてバケットの向き
を微調整していたところ、バケットを下ろす際に、バケッ
トと吊り具のアングル間に指を挟まれ負傷した。

１７：コンク
リートブロッ

ク製作

負傷 ０２：創傷
０４：骨折

休業日数：
２５日

運転手
（一般）
（６９歳）

９年８ヶ月

０８：
はさまれ、
巻き込まれ

【人的要因】
被災時の作業について、現場作業員、生コン車運転手共に
「コンクリートバケットに手をかけて押し引きしていた」事について
不安全・危険だという意識がなかった。
【物的要因】
吊り具のアングルは、別工事で取り付けられた物で、本工事では不用な物だった。
【管理的要因】
作業手順書において、被災時の作業に対する責任範囲を記載していなかった。

2

R２.６.２０（土）
１７：１０頃

土砂運搬工（改良土砂の集積）作業終了後の後片付け
時に、ホイールローダーのオペレーターが、ホイール
ローダーを所定の停車位置まで後退させていたところ、
車体左後部を照明灯（金属製支柱部）に接触し損傷さ
せた。

０６：地盤改
良

－ － － ２３：その他
交通事故
（その他）

【人的要因】
週末作業の終わりで気持ちの緩み、疲れによる周囲への注意及び確認不足があっ
た。
【物的要因】
照明灯の下にカラーコーンは設置していたが、車体に隠れオペから見えない状況で
あった。
【管理的要因】
①作業終了後の片づけに関して、作業手順を詳細に定めていなかった。
②通常は照明灯から５ｍ離れた位置に停車していたため、誘導員を配置していな
かった。

3

R２.８.２４（月）
１３:００頃

午前中に防砂シートの敷設作業を行い、休憩室に戻っ
た所、体調不良を訴えたため、熱中症を疑い、休憩を
取らせた。その後、体調の改善が見られず、近隣の新
潟臨港病院へ搬送。急性心筋梗塞による心停止後、一
時、蘇生したものの、16:32に死亡。

基礎工
防砂シート敷
設

死亡 － 引船
機関長
（５１歳）

－ －

4

R２.９.３（木）
１２：１０頃

仮設材を資材置き場から施工場所へ運搬するため、仮
設材に玉掛け後、ユニック車で別のトラックへ積み込む
際、玉掛ワイヤーが絞られておらず、仮設材を３ｍほど
吊り上げた時にバランスを崩し滑り落ち、下にいた玉掛
作業車の背中に当たり負傷した。

２９：その他
（仮設材の

運搬）

負傷 １３：その他
（挫創）

休業日数：
１日

とび工
２０歳
（２年）

０４：飛来、
落下物にあ
たる

【管理的要因】
資格が必要なクレーン操作を無資格者が操作していた。

【人的要因】
玉掛者は被災時に吊り荷の下（近く）にいた。

バラ物の結束不足やワイヤー２本４点半掛けつりでワイヤーを絞っておらず、吊り荷
形状に見合った玉掛け方法をしていなかった。

5

R2.10.28(水）
9:30頃

防波堤築造工事で灯浮標撤去のため現場に向かった
ところ、灯浮標1基が紛失していることを発見した。同日
12:00頃、海岸に漂着している灯浮標を発見し、13:10回
収作業開始、13:40に回収作業が完了した。

- - - - - -

令
和
２
年
度

年
度

番
号

事故の要因事故の型作業の種類事故（災害）の状況発生日時

※ 黄着色は事故扱い。鼠着色は事故扱いとしていない。（注意喚起のため明記）。 1/2
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番
号
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6

R2.11.13(金）
8:45頃

当該被災者を含めた２名がクレーンを使用してブロック
の脱枠作業中、型枠のエンドプレートを脱枠仮置き時
に当該被災者が吊りワイヤーの取り外しを行った際、ク
レーンフックの動揺が止まっていなかったためワイヤー
が緊張し、型枠のエンドプレートと吊具の間に右手親指
が挟まれ負傷した。

55:型枠組立・
解体

負傷 05:切断

休業日数：
３１日以上

とび工
２２歳
（1年）

08:挟まれ、
巻き込まれ

【人的要因】
　型枠の脱枠仮置き後、クレーンフックの動揺が収まらないうちに吊ワイヤーの取り
外し作業に取りかかっており、安全に対する意識が不足していた。

【管理的要因】
　作業手順等で玉掛け、玉外し作業に関する危険性を検討していなかった。

7

R2.11.25(水)
11:45頃

早朝より船にて環境調査を実施していたところ、作業員
（男性）より体調不良の訴えあり。一時意識を失ったこと
もあり、急遽、陸へ移動し、救急車にて病院へ搬送され
た。問診の結果、異常なしとの診断。通常業務に支障
なし。

- - - - - -

8

R3.02.09(火)
09:35頃

・土砂受入先への出入口にて工事車両のダンプトラック
が一旦停止し進入を準備していた。
その後、進入を試みたが路面凍結により動けず、右折
車線で自力走行不可となった。
 工事車両移動のため牽引準備をしていたところ、走行
してくる軽自動車を確認。受入先の工事作業員が軽自
動車に停止を依頼。
・軽自動車は一旦停止に応じたものの、停止依頼を無
視し発進。
・軽自動車が路面凍結のためスリップを起こし工事車両
に接触。

- - - - - -

9

R3.2.10（水）
10:55分頃

ブロック作業ヤード内において、六脚ブロックの転置作
業中に作業員がブロックから玉掛けスリングを外し、梯
子で下りる途中、足を滑らせ、１．２ｍほどの高さから落
下し、左足を負傷をした。

18:コンクリー
トブロック転

置

負傷 04:骨折

休業日数:
21日

作業員
57歳
(17年)

1.墜落・転落 【人的要因】
・当日の作業が、普段より遅れ気味だったため、次の作業を進めたいという「焦り」か
ら、急いで梯子を降りてしまった。

【物的要因】
・降雨の影響により梯子が濡れ、滑りやすくなっていた。
・地面が濡れた状態であったため、長靴に泥が付着し、滑りやすくなっていた。

令
和
２
年
度

※ 黄着色は事故扱い。鼠着色は事故扱いとしていない。（注意喚起のため明記）。 2/2
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